
                       

令 和 ３年 １ １ 月 ２ ４日  

電力・ガス取引監視等委員会 

「地域や需要家への安定的な電力サービス実現に向け

た市場リスクマネジメントに関する指針」等の改定を建

議いたしました 
  

 

１．概要 

令和３年８月２７日に開催された資源エネルギー庁の第３８回電力・ガス基本政策

小委員会において、ＢＧを組成している場合における小売電気事業者のリスク評価・

管理の在り方等について議論が行われました。その中で、ＢＧに所属する小売電気

事業者（以下、代表契約者を「親ＢＧ」、代表契約者以外を「子ＢＧ」という。）がインバ

ランス料金の連帯債務を負っていることに鑑み、当該連帯債務のリスクの在り方につ

いて、電力・ガス取引監視等委員会において検討することとされました。 

 

これを踏まえ、ＢＧ内のインバランス料金の連帯債務リスクの在り方について、本

委員会の料金制度専門会合（座長：山内 弘隆 武蔵野大学経営学部 特任教授、

令和３年１０月２８日開催の第９回会合及び令和３年１１月１５日開催の第１０回会合）

において議論が行われ、以下の内容を電力・ガス取引監視等委員会に報告いたしま

した。 

（１）ＢＧ内のインバランス料金の連帯債務リスクに関して、本指針等については次

の改定を行うべきである。 

 本指針に、小売電気事業者が親ＢＧとして代表契約者となるにあたって、ＢＧ

内においてはインバランス料金の連帯債務リスクがあることを踏まえ、当該

リスクについて、ＢＧに所属する以外に単独事業者として事業を行うほか、

電源調達、需給管理を他の小売電気事業者に委託し、インバランス料金負

担を当該委託先の負担とするといった選択肢も一般論としてあることとあわ

せて説明することが望ましい旨、追記する（なお、親ＢＧが、電源調達、需給

管理を自社において受託するか否か、インバランス料金負担を自社の負担

とする契約を締結するか否かは、当該親ＢＧの判断によるものとする旨、注

記する）。 

 本指針に、小売電気事業者は、ＢＧ内のインバランス料金の連帯債務リスク

に鑑み、ＢＧに所属する以外の選択肢があることを前提として、当該リスク

や事務コストを踏まえ、ＢＧ所属について判断することが望ましい旨、追記す

る。 

 「地域や需要家への安定的な電力サービス実現に向けた市場リスクマネジメ

ントに関する参考事例集」に、ＢＧ内のインバランス料金の連帯債務リスクを

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、バランシンググループ（以下、「ＢＧ」とい

う。）内におけるインバランス料金の連帯債務のリスクに関して、「地域や需要家へ

の安定的な電力サービス実現に向けた市場リスクマネジメントに関する指針」（以

下、「本指針」という。）等の改定を経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせい

たします。 



                       

踏まえた子ＢＧによるリスク管理に関する参考事例を追記する。 

（２）ＢＧ内のインバランス料金の連帯債務については、①過去の電気料金審査専

門会合においても、インバランス料金は責任範囲を特定できないと整理されてい

たが、当該インバランス料金の性質は足下で何ら変わっておらず、現状において

もインバランス料金を分割債務とする合理的な算式がないこと、②各ＢＧは通常

時に利益を享受しているにもかかわらず、一定の場合にその不利益を負担させ

ないというのはルール性を見出すことができないこと、といった理由から現状の

制度を維持することが適当である。 

 

ついては、上記（１）の点に関し、本指針等を改正することが、電力の適正な取引の

確保を図るために必要があると認められることから、電気事業法（昭和３９年法律第１

７０号）第６６条の１４第１項の規定に基づき、経済産業大臣に建議いたしましたので

お知らせいたします。 

 

２．添付資料 

○「地域や需要家への安定的な電力サービス実現に向けた市場リスクマネジメントに

関する指針」等の改定の建議について（建議文） 

 

３．参考資料 

○参考１：バランシンググループ内のインバランス料金の連帯債務について（令和３

年１０月２８日料金制度専門会合資料３） 

○参考２：バランシンググループ内のインバランス料金の連帯債務について（令和３

年１１月１５日料金制度専門会合資料５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

   電力・ガス取引監視等委員会事務局 

   ネットワーク事業監視課長 田中 

     担当者：前山 

     電話：03-3501-1585（直通） 


